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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に電子部品が実装された制御基板と、該制御基板を収納するための基板ボックスと
を含んで構成される制御装置と、該制御装置を識別可能とする固有の識別情報を有するシ
ールと、を備え、
　前記基板ボックスを構成する第１構成部材と第２構成部材とに跨って前記シールを貼着
する遊技機において、
　前記基板ボックスは、
　前記第１構成部材と前記第２構成部材とに跨って前記シールを貼着するための貼着部と
、
　前記貼着部に貼着された前記シールを被覆保護するために前記基板ボックスに取り付け
られる保護カバー部材と、
　前記第１構成部材のうち前記基板ボックスに取り付けられた前記保護カバー部材の所定
部位の一側方に位置する第１壁部と、
　前記第２構成部材のうち前記基板ボックスに取り付けられた前記保護カバー部材の所定
部位の他側方に位置する第２壁部と、を備え、
　前記第１構成部材と前記第２構成部材とを取り付けてから前記保護カバー部材を前記基
板ボックスに取り付けると、当該保護カバー部材の所定部位が前記第１壁部と前記第２壁
部との間に配置され、
　前記第１構成部材と前記第２構成部材とを取り外すための移動方向へ移動させると、前
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記第１壁部と前記第２壁部との間隔が前記保護カバー部材の所定部位の幅よりも狭まるよ
う構成したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１構成部材によって前記制御基板の裏側を覆う一方、前記第２構成部材によって
前記制御基板の表側を覆うよう構成し、
　前記貼着部は、前記第１構成部材に形成される第１貼着部と、該第１貼着部に対応させ
て前記第２構成部材に形成される第２貼着部とを備え、
　前記シールは、表面の所定箇所に所定の文字情報が印刷されてなり、該文字情報が前記
第２貼着部に臨むようにして前記第１貼着部と前記第２貼着部とに跨って貼着されること
を特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品が実装された制御基板を収納するための基板ボックスと、固有の識
別情報を記憶したチップ部と該チップ部が記憶する識別情報を発信するためのアンテナ部
とを有する電子タグシールと、を備え、基板ボックスを構成する第１構成部材と第２構成
部材とに跨って電子タグシールを貼着するパチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機、例えば、パチンコ遊技機やスロットマシンに搭載された遊技制御装置（
メイン制御装置）は、各種の電子機器が実装された遊技制御基板が基板ボックスに収納さ
れた構成となっている。この基板ボックスは、平板状のベース部材と、凹室状の蓋部材と
から構成され、ベース部材と蓋部材を重ねると遊技制御基板を収納できる空間部が形成さ
れるようになっている。そして、蓋部材には、遊技制御基板上のコネクタ部を外部に露出
できる開口部が形成され、遊技制御基板はコネクタ部のみを外部に露出した状態でボック
ス内に収納されることとなっている。この種の遊技機では、制御基板を正規のものとは異
なる不正なものに交換したりする等の不正行為の発生が数多く報告されている。
【０００３】
　このような不正行為に対処すべく、近年では、基板ボックスに、固有ＩＤ等の識別情報
を有するシールをベース部材と蓋部材とに跨って貼り付けるものが提案されている（例え
ば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１１３７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されたような遊技機の基板ボックスでは、基板ボック
スを分離しない場合においてシールが不用意に傷ついたりするという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、基板ボック
スに貼り付けられるシールが不用意に傷ついてしまうような不都合を防ぐことが可能な遊
技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載のものは
、表面に電子部品が実装された制御基板と、該制御基板を収納するための基板ボックスと
を含んで構成される制御装置と、該制御装置を識別可能とする固有の識別情報を有するシ
ールと、を備え、
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　前記基板ボックスを構成する第１構成部材と第２構成部材とに跨って前記シールを貼着
する遊技機において、
　前記基板ボックスは、
　前記第１構成部材と前記第２構成部材とに跨って前記シールを貼着するための貼着部と
、
　前記貼着部に貼着された前記シールを被覆保護するために前記基板ボックスに取り付け
られる保護カバー部材と、
　前記第１構成部材のうち前記基板ボックスに取り付けられた前記保護カバー部材の所定
部位の一側方に位置する第１壁部と、
　前記第２構成部材のうち前記基板ボックスに取り付けられた前記保護カバー部材の所定
部位の他側方に位置する第２壁部と、を備え、
　前記第１構成部材と前記第２構成部材とを取り付けてから前記保護カバー部材を前記基
板ボックスに取り付けると、当該保護カバー部材の所定部位が前記第１壁部と前記第２壁
部との間に配置され、
　前記第１構成部材と前記第２構成部材とを取り外すための移動方向へ移動させると、前
記第１壁部と前記第２壁部との間隔が前記保護カバー部材の所定部位の幅よりも狭まるよ
う構成したことを特徴とする遊技機である。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、基板ボックスに貼り付けられるシールが不用意に傷つ
いてしまうような不都合を保護カバー部材により防ぐことが可能となる。
【０００９】
　また、請求項２に記載のものは、前記第１構成部材によって前記制御基板の裏側を覆う
一方、前記第２構成部材によって前記制御基板の表側を覆うよう構成し、
　前記貼着部は、前記第１構成部材に形成される第１貼着部と、該第１貼着部に対応させ
て前記第２構成部材に形成される第２貼着部とを備え、
　前記シールは、表面の所定箇所に所定の文字情報が印刷されてなり、該文字情報が前記
第２貼着部に臨むようにして前記第１貼着部と前記第２貼着部とに跨って貼着されること
を特徴とする請求項１に記載の遊技機である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、基板ボックスを分離する場合には、シールを切断する
ことが可能となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、以下のような優れた効果を奏する。
　基板ボックスに貼り付けられるシールが不用意に傷ついてしまうような不都合を保護カ
バー部材により防ぐことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】前面側を開放した状態のパチンコ遊技機の斜視図である。
【図２】パチンコ遊技機の背面図である。
【図３】（ａ）は遊技制御装置の背面図、（ｂ）は遊技制御装置の裏側から見た分解斜視
図である。
【図４】ベース部材の裏側から見た斜視図である。
【図５】蓋部材の裏側から見た斜視図である。
【図６】嵌脱部に係合爪を通した状態の遊技制御装置の説明図である。
【図７】電子タグシールの説明図であり、（ａ）は表面から見た図、（ｂ）は裏面から見
た図、（ｃ）は分解斜視図である。
【図８】貼着部の説明図であり、（ａ）はベース側貼着部が嵌合開口を塞いだ状態の説明
図、（ｂ）はベース側貼着部が嵌合開口からずれた位置に設定された状態の説明図である
。
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【図９】貼着部に凹部を設けた実施形態の説明図である。
【図１０】チップ部を蓋側貼着部に配置した実施形態の説明図である。
【図１１】アンテナ部により係止機構を被覆した実施形態の説明図である。
【図１２】チップ部により係止機構を被覆した実施形態の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例に挙げて本発明の実施の最良の形態を
図面に基づき説明する。図１はパチンコ遊技機の前面側を開放した状態の斜視図、図２は
パチンコ遊技機の背面図である。
　パチンコ遊技機１は、機枠（外枠）２の前面に、大きな矩形状開口を有する略額縁状の
前面枠（内枠）３を開閉可能に軸着し、この前面枠３のベースとなる前面枠本体４に矩形
状の遊技盤５を前方から収納可能とし、遊技盤５の表面には遊技領域６を区画形成してい
る。また、前面枠３の前側には、一側（図１中、左側）が軸着された透明部材保持枠８を
開閉可能に設け、該透明部材保持枠８に透視可能な透明部材９を保持し、透明部材９を通
して遊技領域６をパチンコ遊技機１の前方から透視できるように構成している。さらに、
透明部材保持枠８の下方には、一側（図１中、左側）が前面枠３に軸着された上皿ユニッ
ト１１を開閉（回動）可能に設け、該上皿ユニット１１の下方には、下皿ユニット１２を
上皿ユニット１１に対して左右方向にずれた位置に配置している。そして、下皿ユニット
１２の側部（図１中、右側部）には、発射装置（図示せず）を操作するための発射操作ユ
ニット（発射操作ハンドル）１４を備えている。
【００１４】
　また、図２に示すように、前面枠本体４の裏面側には裏機構盤１８を形成し、該裏機構
盤１８に略矩形状の開口窓部１９を開設し、前面枠本体４に遊技盤５を前方から交換可能
な状態で取り付けるとともに、遊技盤５の後部（裏面側部）を開口窓部１９から後方へ臨
ませている。さらに、裏機構盤１８には一連の裏機構部品を設けている。具体的に説明す
ると、裏機構盤１８の上部には球排出機構２０を取り付け、下部には排出制御装置２１、
電源装置２２、中継基板２３等をそれぞれ取り付けている。球排出機構２０は、上流側か
ら順に、球導出シュートを下部に備えた球タンク２４、球タンク２４の球導出シュートか
ら遊技球を案内する案内流路２５、案内流路２５の下端に接続された球排出装置２６、球
排出装置２６から流下した遊技球を上皿ユニット１１へ送る球流下路２７等を並べて構成
されており、排出制御装置２１からの制御信号に基づいて遊技球の排出を実行するように
構成されている。
【００１５】
　そして、遊技盤５の裏面のうち、裏機構盤１８の開口窓部１９から臨む部分に、略矩形
状の大きな遊技盤カバー２８を備えた裏側ベース２９と横長な制御装置装着部３０とを上
下に並べた状態で配置し、上側の裏側ベース２９の内部に演出制御装置（図示せず）を装
着し、下側の制御装置装着部３０の裏面側には遊技制御装置３２（本発明における制御装
置に相当）を着脱可能な状態で装着している。
【００１６】
　次に、遊技制御装置３２について説明する。
　遊技制御装置３２は、図３に示すように、遊技盤５の左右方向に沿って延在する薄い箱
状のユニットであり、透光性を有して内部を透視可能な樹脂製（例えば無色透明な樹脂製
）の基板ボックス３４と、該基板ボックス３４内に収容された矩形状の制御基板３５と、
当該遊技制御装置３２を識別するための電子タグシール３６（本発明におけるシールに相
当）と、該電子タグシール３６を保護する保護カバー３７とを備えて構成されており、制
御基板３５にはＣＰＵ等の電子部品３５ａや配線接続用の配線コネクタ３５ｂを実装して
いる（図３（ｂ）参照）。
【００１７】
　基板ボックス３４は、制御装置装着部３０に装着された状態で当該基板ボックス３４の
表側（遊技盤５の前寄り）に配置されるベース部材４１（本発明における第１構成部材に
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相当）と、当該基板ボックス３４の裏側（遊技盤５の後寄り）に配置されてベース部材４
１に重合する蓋部材４２（本発明における第２構成部材に相当）とを備えて構成されてい
る。また、図３（ａ）に示すように、基板ボックス３４の上下両縁部には、ベース部材４
１と蓋部材４２とを重合した状態で係合する係合機構４４を備え、基板ボックス３４の左
右両側部には、基板ボックス３４を封止する封止機構４５を備えている。そして、基板ボ
ックス３４の裏面側の下部には、電子タグシール３６を貼着するための貼着部４６を電子
タグシール３６よりも僅かに広く設定された状態で備え、該貼着部４６には、電子タグシ
ール３６を基板ボックス３４の裏面側から被覆して保護する保護カバー３７（本発明にお
ける保護カバー部材に相当）をビス等の止着部材（図示せず）により止着し、保護カバー
３７の一側方には、ベース部材４１に設けられたベース側壁部４１ａ（本発明における第
１壁部に相当）を位置させ、保護カバー３７の他側方には、蓋部材４２に設けられた蓋側
壁部４２ａ（本発明における第２壁部に相当）を位置させている。言い換えると、ベース
側壁部４１ａと蓋側壁部４２ａとの間に保護カバー部材３７を配置している。また、蓋部
材４２には、配線コネクタ３５ｂを露出させるためのコネクタ開口４７を開設し、ベース
部材４１の下部には、横長な突出部４８を蓋部材４２側へ向けて突出している。
【００１８】
　係合機構４４は、ベース部材４１の上下両端部に設けられた係合溝部５０（図４参照）
と、蓋部材４２の上下両端部から延設された係合片５１（図５参照）とから構成されてお
り、係合溝部５０を基板ボックス３４の横向き延在方向（言い換えると遊技盤５の左右方
向）に沿って延在するとともに、基板ボックス３４の中央側へ向けて開放して、係合片５
１を係合溝部５０の延在方向に沿って摺動可能としている。また、図４に示すように、係
合溝部５０の裏側を区画する裏側壁部の一側部（図５中、右側部）を後方の蓋部材４２側
へ向けて開放して嵌脱部５２を形成し、該嵌脱部５２を介して係合片５１を係合溝部５０
へ嵌脱できるように構成されている。
【００１９】
　このような構成の係合機構４４を備えてベース部材４１と蓋部材４２とを取り付けるに
は、まず、蓋部材４２を重合方向（図３（ｂ）中、矢印Ａで示す方向）へ移動してベース
部材４１へ裏側から近づけ、嵌脱部５２に係合片５１を通してベース部材４１と蓋部材４
２とを重合する（図６参照）。さらに、蓋部材４２をベース部材４１の他側寄り（図６中
、左寄り）へ向かう係合方向（図６中、矢印Ｂで示す方向）へスライドして係合片５１を
係合溝部５０の他側部（図６中、左側部）へ摺動する。すると、係合片５１が基板ボック
ス３４の裏方向へ移動することを係合溝部５０の裏側壁部により規制され、ベース部材４
１と蓋部材４２とを取り付けて係合状態にすることができる。一方、ベース部材４１から
蓋部材４２を外す（分離する）には、蓋部材４２をベース部材４１の一側寄り（図６中、
右寄り）へ向かう係合解除方向（図６中、矢印Ｃで示す方向）へスライドして係合片５１
を嵌脱部５２へ臨ませるとともに、ベース側壁部４１ａと蓋側壁部４２ａとの離間距離（
詳しくは係合解除方向Ｃに沿った離間距離）を保護カバー部材３７の幅よりも狭め（図６
参照）、この状態で蓋部材４２を基板ボックス３４の裏方向へ向かう離間方向（図３（ｂ
）中、矢印Ｄで示す方向）へ移動してベース部材４１から離間する。したがって、蓋部材
４２は、基板ボックス３４の重合方向Ａへ移動した後に係合方向Ｂへスライドしてベース
部材４１へ係合される。一方、ベース部材４１への係合状態から係合解除方向Ｃへスライ
ドした後に離間方向Ｄへ移動すれば、ベース部材４１から離間する。
【００２０】
　封止機構４５は、蓋部材４２の左右各側部に複数（本実施形態では左右それぞれに２つ
ずつ）配置された封止頭部５４（図５参照）と、ベース部材４１の左右各側部のうち封止
頭部５４と重合可能な位置に配置された複数の封止受部５５（図４参照）と、ワンウェイ
ねじ等の封止部材（図示せず）とから構成されている。
【００２１】
　貼着部４６は、ベース部材４１に形成されたベース側貼着部５７（本発明における第１
貼着部に相当）および下側貼着部５８（本発明における第２貼着部に相当）と、蓋部材４
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２に形成された蓋側貼着部５９とからなり、電子タグシール３６をベース部材４１の一部
と蓋部材４２の一部とに跨って貼着可能としている。さらに、ベース側貼着部５７と蓋側
貼着部５９とを、ベース部材４１と蓋部材４２とを取付・分離するための移動方向（重合
方向Ａ、係合方向Ｂ、係合解除方向Ｃ、離間方向Ｄ）に沿って嵌合できるように構成され
ている。詳しくは、ベース部材４１の突出部４８の先端（突出端）にベース側貼着部５７
を横向き短冊状で設け、突出部４８の下面部には、下側貼着部５８を基板ボックス３４の
表裏方向に延在する状態で設けている。そして、蓋部材４２の裏面側の下部には、蓋側貼
着部５９を起立矩形状で形成し、該蓋側貼着部５９の下端と下側貼着部５８の縁部（基板
ボックス３４の裏側に位置する縁部）とを接続して、貼着部４６の下部が基板ボックス３
４の表側へ向けて屈曲した状態となるように構成されている。また、蓋側貼着部５９には
、横向き短冊状の嵌合開口６１を重合方向Ａ（離間方向Ｄ）へ貫通する状態で開設し、該
嵌合開口６１にベース側貼着部５７を嵌合して蓋側貼着部５９とベース側貼着部５７とを
同一平面上に位置させるように構成されている。さらに、嵌合開口６１の側方、詳しくは
係合方向Ｂへずれた位置（図５中、左側方）には、突出部４８およびベース側貼着部５７
が挿通可能な挿通開口６２を係合方向Ｂ（係合解除方向Ｃ）へ貫通する状態で開設して嵌
合開口６１と連通している。
【００２２】
　そして、基板ボックス３４は、貼着部４６および該貼着部４６が重合する箇所に、ベー
ス部材４１と蓋部材４２とを係止する係止機構６５を備えている。具体的に説明すると、
図４に示すように、ベース部材４１の突出部４８のうちベース側貼着部５７の側方、詳し
くはベース側貼着部５７から係合解除方向Ｃへずれた位置に、ベース部材４１と蓋部材４
２との係合状態で蓋側貼着部５９と重合可能な重合部６６を形成し、該重合部６６にベー
ス側係止穴６７を開設している。また、図５に示すように、蓋部材４２の蓋側貼着部５９
のうちベース側係止穴６７に対応する位置（重合する位置）、詳しくは嵌合開口６１から
係合解除方向Ｃへずれた位置には蓋側係止穴６８を開設し、ベース部材４１と蓋部材４２
との係合状態でベース側係止穴６７と蓋側係止穴６８とを連通可能としている。さらに、
連通状態のベース側係止穴６７および蓋側係止穴６８にビス等の係止部材６９（図８（ａ
）参照）を通してベース部材４１と蓋部材４２とを係合状態で固着できるように構成され
ている。
【００２３】
　次に、電子タグシール３６について説明する。
　電子タグシール３６は、図７に示すように、矩形状のベースシート７１と、該ベースシ
ート７１の裏面側に貼着された長尺なタグ部７２とを備えて構成されている。また、該タ
グ部７２には、遊技制御装置３２に関する固有の識別情報（例えば、識別ＩＤ）を記憶し
たチップ部（ＩＣチップ）７３と、識別情報を発信可能なアンテナ部７４とを備え（図７
（ｂ），（ｃ）参照）、アンテナ部７４から発信された識別情報を外部読取装置（図示せ
ず）により読み取って、遊技制御装置３２が正規品であるか否かを確認可能としている。
また、図７（ｂ）に示すように、矩形状のベースシート７１の裏面側の対角線に沿って長
尺なアンテナ部７４を直線状に配置し、該アンテナ部７４の中央部分にチップ部７３を配
置し、電子タグシール３６を貼着部４６へ貼着すると、チップ部７３がベース側貼着部５
７上に位置し、且つチップ部７３の両側方に位置するアンテナ部７４がベース側貼着部５
７と蓋側貼着部５９との境界（嵌合境界）ＢＬに交差するように設定されている（図８（
ａ）参照）。そして、図７（ａ）に示すように、電子タグシール３６の表面（ベースシー
ト７１の表面）、言い換えると貼着部４６へ貼着した状態で遊技盤５の裏面側に位置する
面には「開封禁止」の文字（本発明における所定の文字情報に相当）を印刷し、タグ部７
２（チップ部７３およびアンテナ部７４）を含む電子タグシール３６の裏面全体、言い換
えると貼着部４６に対向する面の全体には粘着層７５を設け、該粘着層７５を介して電子
タグシール３６を貼着部４６へ貼着可能としている。なお、アンテナ部７４は、ベースシ
ート７１の対角線上に一直線に配置することが望ましいが、ベースシート７１の対角線に
平行な状態、あるいは多少傾斜した状態で配置してもよい。
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【００２４】
　このような構成を備えた遊技制御装置３２を組み立てるには、まず、制御基板３５を蓋
部材４２の内側へ止着して配線コネクタ３５ｂをコネクタ開口４７に臨ませ、この状態で
蓋部材４２を制御基板３５とベース部材４１の内側とが対向する姿勢に設定する。蓋部材
４２の姿勢を設定したならば、図６に示すように、蓋部材４２を重合方向Ａに沿って移動
してベース部材４１へ重合させるとともに、係合片５１を嵌脱部５２へ通す。また、突出
部４８の左右方向（係合方向Ｂ、係合解除方向Ｃ）の中央部を挿通開口６２へ嵌合し、ベ
ース側貼着部５７の係合解除方向Ｃ寄り（図６中、右寄り）に位置する部分を嵌合開口６
１内に臨ませる。そして、蓋部材４２を係合方向Ｂへスライドして係合片５１を係合溝部
５０へ係合させてベース部材４１と蓋部材４２とを係合状態にする。すると、基板ボック
ス３４は、挿通開口６２へ嵌合した状態の突出部４８を係合方向Ｂへスライドして、嵌合
開口６１にベース側貼着部５７を十分に塞ぐ状態で嵌合し、ベース側貼着部５７と蓋側貼
着部５９とを同一平面上に位置させ、蓋側貼着部５９の下端に下側貼着部５８を接続する
。さらに、封止頭部５４と封止受部５５とを重合するとともに、蓋側貼着部５９を重合部
６６へ重合し、ベース側係止穴６７と蓋側係止穴６８とを連通する。
【００２５】
　ベース部材４１と蓋部材４２とを係合したならば、電子タグシール３６を貼着する前に
、ベース側係止穴６７と蓋側係止穴６８とに係止部材６９を係止してベース部材４１と蓋
部材４２とを固着し、封止頭部５４と封止受部５５とを封止部材で止着して基板ボックス
３４を封止する。さらに、電子タグシール３６を当該電子タグシール３６の縁部が貼着部
４６の縁部に沿う状態で貼着する。すると、電子タグシール３６は、当該電子タグシール
３６の下部を折り曲げて下側貼着部５８上へ貼着し、図８（ａ）に示すように、ベースシ
ート７１で係止機構６５（詳しくは係止部材６９）を被覆し、チップ部７３をベース側貼
着部５７上に配置する。また、アンテナ部７４を挿通開口６２側へ向けて上り傾斜した姿
勢に設定して、アンテナ部７４の延在方向と係合方向Ｂおよび係合解除方向Ｃとを交差さ
せ、さらには、ベース側貼着部５７と蓋側貼着部５９との嵌合境界ＢＬ（言い換えると嵌
合開口６１の縁部）にアンテナ部７４のうちチップ部７３の両側方に位置する箇所をそれ
ぞれ交差させる。貼着部４６に電子タグシール３６を貼着したならば、貼着部４６に保護
カバー３７を装着して電子タグシール３６を被覆する。この保護カバー３７を装着するこ
とにより、電子タグシール３６が不用意に傷ついたりして識別情報を発信不能となる不都
合を未然に防ぐことができる。
【００２６】
　このようにして組み立てられた遊技制御装置３２において、電子タグシール３６を剥が
さずに基板ボックス３４を不正開封しようとすると、次にようになる。すなわち、封止部
材で止着（封止）された封止頭部５４および封止受部５５を基板ボックス３４から切除す
る。また、図８（ｂ）に示すように、保護カバー３７を外し、貼着部４６に貼着された電
子タグシール３６のうち係止部材６９を被覆している箇所を切り取る等して係止部材６９
を露出させ、露出した係止部材６９を取り外す。このように、ベース部材４１と蓋部材４
２とを分離するには、電子タグシール３６の一部を破って係止部材６９を取り外すことに
なる。したがって、電子タグシール３６に破れが生じているか否かを目視により確認すれ
ば、不正行為者がベース部材４１と蓋部材４２とを分離した、若しくは、ベース部材４１
と蓋部材４２との分離を試みたことを簡単に把握することができる。
【００２７】
　そして、係止部材６９および封止機構４５を外した状態で蓋部材４２を係合解除方向Ｃ
へスライドすると、遊技制御装置３２は、図８（ｂ）に示すように、電子タグシール３６
のうちチップ部７３を含んでベース側貼着部５７上に貼着された箇所をベース側貼着部５
７に残し、電子タグシール３６を嵌合境界ＢＬに沿って破断し、さらには、チップ部７３
と該チップ部７３の両側方に位置するアンテナ部７４とを切断する。また、電子タグシー
ル３６の下部を下側貼着部５８に残した状態で切断する。したがって、電子タグシール３
６の発信機能（詳しくは識別情報を発信する機能）を無効化することが可能となる。また
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、識別情報が発信されないことに基づいて、基板ボックス３４が不正に開放されたことを
把握することができる。そして、不正行為が行われた後で電子タグシール３６の発信機能
が再利用される不都合を阻止することができる。
【００２８】
　なお、図９に示すように、蓋側貼着部５９の嵌合開口６１の縁部に凹部７７を嵌合境界
ＢＬへ臨ませる状態で形成すれば、電子タグシール３６のうち嵌合境界ＢＬの周辺の一部
と貼着部４６とが密接しない状態に設定することができる。この状態でベース部材４１と
蓋部材４２とを分離しようとして蓋部材を係合解除方向Ｃへスライドすれば、電子タグシ
ール３６のうち凹部７７を覆う部分に皺を発生させることができ、この皺が発生している
か否かを目視により確認することで、不正行為者がベース部材４１と蓋部材４２とを分離
した、若しくは、ベース部材４１と蓋部材４２との分離を試みたことを簡単に把握するこ
とができる。そして、凹部７７は、蓋側貼着部５９にのみ形成されることに限定されず、
ベース側貼着部５７または蓋側貼着部５９のいずれか一方、または両方に嵌合境界ＢＬへ
臨ませる状態で形成してもよい。
【００２９】
　ところで、上記実施形態では、チップ部７３をベース側貼着部５７上に配置したが、本
発明はこれに限定されない。例えば、図１０に示すように、嵌合開口６１の縁部からチッ
プ貼着部８０を蓋側貼着部５９の一部として延設し、チップ貼着部８０上にチップ部７３
を配置（貼着）し、ベース側貼着部５７のうちチップ貼着部８０の周辺に位置する箇所に
は、アンテナ部７４のうちチップ部７３の両側方に位置する部分を貼着するように構成し
てもよい。このような構成を備えた貼着部４６および電子タグシール３６であっても、ベ
ース部材４１と蓋部材４２との分離時に、チップ部７３と該チップ部７３の両側方のアン
テナ部７４とを切断することができ、電子タグシール３６の発信機能（詳しくは識別情報
を発信する機能）を無効化することが可能となる。
【００３０】
　また、上記実施形態では、電子タグシール３６のうちチップ部７３およびアンテナ部７
４から外れた箇所で係止機構６５（係止部材６９、ベース側係止穴６７、蓋側係止穴６８
）を覆っていたが、本発明はこれに限定されない。例えば、図１１に示す実施形態の係止
機構６５は、ベース側係止穴６７および蓋側係止穴６８をチップ部７３の両側方に位置す
るアンテナ部７４が重なる箇所にそれぞれ形成している。具体的には、蓋側貼着部５９の
うちチップ部７３の両側方に位置するアンテナ部７４が重合する箇所に蓋側係止穴６８を
それぞれ開設し、ベース部材４１のうち各蓋側係止穴６８と重合する箇所には重合部８２
をそれぞれ設け、該重合部８２にベース側係止穴６７を蓋側係止穴６８と連通可能な状態
で開設している。そして、貼着部４６に電子タグシール３６を貼着した状態では、係止機
構６５（係止部材６９、ベース側係止穴６７、蓋側係止穴６８）が電子タグシール３６の
アンテナ部７４により被覆される。このような構成の係止機構６５を備えた遊技制御装置
３２においては、各係止部材６９を取り外す際に電子タグシール３６を破ると、チップ部
７３の両側方に位置するアンテナ部７４がそれぞれ破壊される。したがって、ベース部材
４１と蓋部材４２の分離前においても電子タグシール３６の発信機能を確実に無効化する
ことができる。
【００３１】
　さらに、図１２に示す実施形態の係止機構６５は、ベース側係止穴６７および蓋側係止
穴６８をチップ部７３が重なる箇所にそれぞれ形成している。具体的には、ベース側貼着
部５７のうちチップ部７３が重合する箇所にベース側係止穴６７を開設し、蓋部材４２の
うち、ベース側係止穴６７を挟んで電子タグシール３６とは反対側に位置する箇所には重
合部８４を備え、該重合部８４に蓋側係止穴６８をベース側係止穴６７と連通可能な状態
で開設している。そして、貼着部４６に電子タグシール３６を貼着した状態では、係止機
構６５（係止部材６９、ベース側係止穴６７、蓋側係止穴６８）が電子タグシール３６の
チップ部７３により被覆される。このような構成の係止機構６５を備えた遊技制御装置３
２においては、係止部材６９を取り外す際に電子タグシール３６を破ると、チップ部７３
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が破壊される。したがって、ベース部材４１と蓋部材４２の分離前においても電子タグシ
ール３６の発信機能を確実に無効化することができる。
【００３２】
　ところで、上記実施形態では、ベース部材４１と蓋部材４２とを取付・分離するための
移動方向を、基板ボックス３４の表裏方向に沿った方向（重合方向Ａ、離間方向Ｄ）と、
基板ボックス３４の左右方向に沿った方向（係合方向Ｂ、係合解除方向Ｃ）との２方向に
設定したが、本発明はこれに限定されない。例えば、蓋部材４２を基板ボックス３４の表
裏方向に沿った方向にのみ移動するだけでベース部材４１と蓋部材４２とを取付・分離可
能としてもよいし、あるいは、蓋部材４２を基板ボックス３４の左右方向に沿った方向に
のみ移動するだけでベース部材４１と蓋部材４２とを取付・分離可能としてもよい。また
、上記実施形態では、電子タグシール３６を貼着する制御装置として遊技制御装置３２を
挙げたが、本発明はこれに限定されない。要は、電子タグシールを貼着して固有の識別情
報を発信可能な制御装置であればどのようなものであってもよい。
【００３３】
　また、上記実施形態では、代表的な遊技機であるパチンコ遊技機を例にして説明したが
、本発明はこれに限らず、電子部品が実装された制御基板を収納するための基板ボックス
と、固有の識別情報を記憶したチップ部と該チップ部が記憶する識別情報を発信するため
のアンテナ部とを有する電子タグシールとを備え、基板ボックスを構成するベース部材と
蓋部材とに跨って電子タグシールを貼着する遊技機であればどのような遊技機でもよい。
例えば、封入球式パチンコ機、アレンジボール式遊技機、雀球式遊技機等の遊技機であっ
てもよい。
【００３４】
　なお、前記した実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明は、上記した説明に限らず特許請求の範囲によって示され、特許請
求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれるものである。
【符号の説明】
【００３５】
　１　パチンコ遊技機
　３　前面枠
　５　遊技盤
１８　裏機構盤
２０　球排出機構
３０　制御装置装着部
３２　遊技制御装置
３４　基板ボックス
３５　制御基板
３６　電子タグシール
３７　保護カバー
４１　ベース部材
４２　蓋部材
４４　係合機構
４５　封止機構
４６　貼着部
４８　突出部
５０　係合溝部
５１　係合片
５２　嵌脱部
５７　ベース側貼着部
５８　下側貼着部
５９　蓋側貼着部
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６１　嵌合開口
６２　挿通開口
６５　係止機構
６６　重合部
６７　ベース側係止穴
６８　蓋側係止穴
６９　係止部材
７１　ベースシート
７２　タグ部
７３　チップ部
７４　アンテナ部
７７　凹部
８０　チップ貼着部

【図１】 【図２】
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